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議案第 １号 

 

職員の給与に関する条例の一部改正について 

職員の給与に関する条例（昭和４０年富谷町条例第１号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

 

 

令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 国の一般職の職員の給与改定に準じて本市の一般職の職員の給与を改定するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

職員の給与に関する条例（昭和４０年富谷町条例第１号）の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 現 行 

第１条～第１８条の２ 略 

 （期末手当） 

第１９条 略 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分

の１２０  を乗じて得た額に，基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては，同項中「１００分の１２０  」とあ

るのは「１００分の６７．５」とする。 

４～６ 略 

第１９条の２～第２４条 略 

第１条～第１８条の２ 略 

 （期末手当） 

第１９条 略 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分

の１２７．５を乗じて得た額に，基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては，同項中「１００分の１２７．５」とあ

るのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略 

第１９条の２～第２４条 略 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は，この条例の規定による改正後の職員の給与に

関する条例第１９条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合並びに富谷

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年富谷市条例第３４号。以

下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。）第１５条第１項及び第２３条第

１項において準用する場合を含む。）及び職員の給与に関する条例（以下この項において「給

与条例」という。）第１９条第４項から第６項まで若しくは第２３条第１項から第３項まで

若しくは第５項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年富谷市条例

第２号）第４条の規定にかかわらず，これらの規定により算定される期末手当の額（以下
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この項において「基準額」という。）から，令和３年１２月に支給された期末手当の額に，

同月１日における次の各号に掲げる職員（給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用

を受ける者をいう。以下この項において同じ。）の区分ごとに，それぞれ当該各号に定める

割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。この場

合において，調整額が基準額以上となるときは，期末手当は，支給しない。 

⑴ 再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員

をいう。次号において同じ。）以外の職員 １２７.５分の１５ 

⑵ 再任用職員 ７２．５分の１０ 

（規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
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議案第 ２号 

 

議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 

議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４８年富谷町条例第

３２号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 一般職の指定職員の給与改定に準じて，所要の改正を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４８年富谷町条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 現 行 

第１条～第４条 略 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 略 

３ 前項の規定により期末手当を算出する場合

において，期末手当基礎額は，議員報酬月額に

その額に１００分の１５を乗じて得た額を加

算した額とし，期末手当基礎額に乗ずる割合

は１００分の１６２．５とする。 

第１条～第４条 略 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 略 

３ 前項の規定により期末手当を算出する場合

において，期末手当基礎額は，議員報酬月額に

その額に１００分の１５を乗じて得た額を加

算した額とし，期末手当基礎額に乗ずる割合

は１００分の１６７．５とする。 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は，この条例による改正後の議会議員の議員報酬，

費用弁償及び期末手当に関する条例第５条第３項の規定にかかわらず，同項の規定により

算出される期末手当の額から，令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６７．５分

の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 
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議案第 ３号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４８年富谷町条例第３

３号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 一般職の指定職員の給与改定に準じて，所要の改正を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４８年富谷町条例第３

３号）の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 現 行 

第１条～第３条 略 

（通勤手当及び期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の規定により期末手当を算出する場合

において，期末手当基礎額は，給料月額にその

額の１００分の１５を乗じて得た額を加算し

た額とし，期末手当基礎額に乗ずる割合は１０

０分の１６２．５とする。 

第５条～第７条 略 

第１条～第３条 略 

（通勤手当及び期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の規定により期末手当を算出する場合

において，期末手当基礎額は，給料月額にその

額の１００分の１５を乗じて得た額を加算し

た額とし，期末手当基礎額に乗ずる割合は１０

０分の１６７．５とする。 

第５条～第７条 略 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は，この条例による改正後の特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例第４条第２項の規定にかかわらず，同項の規定により

算出される期末手当の額から，令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６７．５分

の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 
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議案第 ４号 

 

富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年富谷町条例第１８号）

の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 国の一般職の職員の給与改定に準じて本市の特定任期付職員の給与の改定をするほか，

所要の改正をするもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年富谷町条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 現 行 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律

第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及

び第２項，第４条，第５条，第６条第２項並び

に第７条第１項及び第２項並びに地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５

項の規定に基づき，職員の任期を定めた採用及

び任期を定めて採用された職員の給与の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条・第３条 略 

 （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は，短時間勤務職員（法第２条

第２項に規定する短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）を前条第１項各号に掲げる業務のいず

れかに従事させることが公務の能率的運営を

確保するために必要である場合には，短時間勤

務職員を任期を定めて採用することができる。

２ 任命権者は，前項の規定によるほか，住民に

対して職員により直接提供されるサービスに

ついて，その提供時間を延長し，若しくは繁忙

時における提供体制を充実し，又はその延長し

た提供時間若しくは充実した提供体制を維持

する必要がある場合において，短時間勤務職員

を当該サービスに係る業務に従事させること

が公務の能率的運営を確保するために必要で

あるときは，短時間勤務職員を任期を定めて採

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律

第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及

び第２項，第４条    ，第６条第２項並び

に第７条第１項及び第２項並びに地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５

項の規定に基づき，職員の任期を定めた採用及

び任期を定めて採用された職員の給与の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条・第３条 略 
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改 正 後 現 行 

用することができる。 

３ 任命権者は，前２項の規定によるほか，職員

が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間に

ついて短時間勤務職員を当該職員の業務に従

事させることが当該業務を処理するため適当

であると認める場合には，短時間勤務職員を任

期を定めて採用することができる。 

 ⑴ 富谷市職員の勤務時間，休暇等に関する条

例（平成７年富谷町条例第８号）第１５条第

１項の規定による介護休暇の承認 

 ⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第１９条第１項の規

定による部分休業の承認 

（任期の特例） 

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定め

る場合は，次に掲げる場合         

                    

                    

                    

                    

                    

        とする。 

 ⑴ 第３条第１項第１号に掲げる業務の終了

の時期が当初の見込みを超えて更に一定の

期間延期された場合その他やむを得ない事

情により前２条の規定により任期を定めて

採用された職員又は短時間勤務職員の任期

を延長することが必要な場合で，前２条の規

定により任期を定めて採用した趣旨に反し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（任期の特例） 

第４条 法第６条第２項に規定する条例で定め

る場合は，前条第１項第１号に掲げる業務の終

了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期

間延期された場合その他やむを得ない事情によ

り同条の規定により任期を定めて採用された職

員の任期を延長することが必要な場合であっ

て，同条の規定により任期を定めて採用した趣

旨に反しないときとする。 
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改 正 後 現 行 

ない場合 

 ⑵ 第３条第１項各号に掲げる業務に係る期

間が前２条の規定により任期を定めて採用

しようとするときから３年を超えることが

あらかじめ見込まれる場合 

（任期の更新） 

第６条 任命権者は，第２条から第４条までの規

定により任期を定めて採用された職員の任期

を更新する場合には，当該職員の同意を得なけ

ればならない。 

第７条 略 

 （給与条例の適用除外等） 

第８条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条，第

９条第３項及び第１９条第２項の規定の適用

については，給与条例第３条中「及び災害派遣

手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフ

ルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第２３条

の２第１項において同じ。）」とあるのは「，災

害派遣手当 （武力攻撃災害等派遣手当及び新

型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。

第２３条の２第１項において同じ。）及び特定

任期付職員業績手当」と，給与条例第９条第３

項中「職員」とあるのは「職員及び富谷市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２

４年富谷市条例第１８号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１９条第２項中「１００分の１２０ 」

とあるのは「１００分の１６２．５」とする。

 

 

 

 

 

（任期の更新） 

第５条 任命権者は，第２条又は第３条  の規

定により任期を定めて採用された職員の任期

を更新する場合には，当該職員の同意を得なけ

ればならない。 

第６条 略 

 （給与条例の適用除外等） 

第７条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条，第

９条第３項及び第１９条第２項の規定の適用

については，給与条例第３条中「及び災害派遣

手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフ

ルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第２３条

の２第１項において同じ。）」とあるのは， 「，

災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新

型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。

第２３条の２第１項において同じ。）及び特定

任期付職員業績手当」と，給与条例第９条第３

項中「職員」とあるのは「職員及び富谷市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２

４年富谷市条例第１８号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１９条第２項中「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の１６７．５」とする。
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改 正 後 現 行 

第９条 給与条例第１０条，第１１条，第１１条

の２の２及び第１１条の３の規定は，第４条の

規定により任期を定めて採用された短時間勤

務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）

には適用しない。 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第

５条の２，第１１条の４第２項並びに第１４条

第２項及び第４項の規定の適用については，給

与条例第５条の２中「及び再任用職員であって

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職

員」という。）」とあるのは「，再任用職員であ

って法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤

務職員」という。）及び富谷市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成２４年富谷町条

例第１８号）第４条の規定により任期を定めて

採用された短時間勤務職員（以下「任期付短時

間勤務職員」という。）」と，給与条例第１１条

の４第２項並びに第１４条第２項及び第４項

中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期

付短時間勤務職員」とする。 

第１０条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条  略 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

   附 則  

 この条例は，公布の日から施行する。 
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承認第 １号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（富谷市税条例等の一部を改正する条例） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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富専第 ２号 

 

専決処分書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により議会を招集す

る時間的余裕がないので，次のとおり専決処分する。 

 

   富谷市税条例等の一部を改正する条例（別紙のとおり） 

 

 

  令和４年３月３１日 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   富谷市税条例等の一部を改正する条例 

 （富谷市税条例の一部改正） 

第１条 富谷市税条例（昭和２９年富谷町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

15 
 

改 正 後 現 行 

第１条～第１８条の３ 略 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１８条の４ 法第２０条の１０の納税証明書

の交付（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交

付を含む。）の手数料は，富谷市手数料条例（平

成１２年富谷町条例第１３号）の定めるところ

による。ただし，道路運送車両法第９７条の２

に規定する証明書については，手数料を徴しな

い。 

第１９条～第３２条 略 

 （所得割の課税標準） 

第３３条 略 

２・３ 略 

４ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に特定配

当等に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるときは，当該

特定配当等に係る所得の金額については，適用

しない。                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

第１条～第１８条の３ 略 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１８条の４ 法第２０条の１０の納税証明書

の交付（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の 記載をしたものの

交付を含む。）手数料は，富谷市手数料条例（平

成１２年富谷町条例第１３号）の定めるところ

による。ただし，道路運送車両法第９７条の２

に規定する証明書については，手数料を徴しな

い。 

第１９条～第３２条 略 

 （所得割の課税標準） 

第３３条 略 

２・３ 略 

４ 前項の規定は，特定配当等に係る所得が生じ

た年の翌年の４月１日の属する年度分の特定

配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に特定配当等に

係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるとき（特定配当等申

告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）

は，当該特定配当等に係る所得の金額について

は，適用しない。ただし，第１号に掲げる申告

書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に記載さ
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改 正 後 現 行 

                    

                    

               

                      

                     

                   

                   

             

５ 略 

６ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載があ

るときは，当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については，適用しない。    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

   

                      

                     

れた事項その他の事情を勘案して，この項の規

定を適用しないことが適当であると市長が認

めるときは，この限りでない。 

⑴ 第３６条の２第１項の規定による申告書 

⑵ 第３６条の３第１項に規定する確定申告

書（同項の規定により前号に掲げる申告書が

提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 略 

６ 前項の規定は，特定株式等譲渡所得金額に係

る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する

年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民

税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れた次に掲げる申告書をいう。以下この項にお

いて同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所

得金額申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）は，当該特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額については，適用しない。ただし，

第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合におけるこれ

らの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して，この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは，この限りでな

い。 

⑴ 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 ⑵ 第３６条の３第１項に規定する確定申告
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改 正 後 現 行 

                   

                   

             

第３４条～第３４条の６ 略 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に

次に掲げる寄附金を支出し，当該寄附金の額の

合計額（当該合計額が前年の総所得金額，退職

所得金額及び山林所得金額の合計額の１００

分の３０に相当する金額を超える場合には，当

該１００分の３０に相当する金額）が２，００

０円を超える場合には，その超える金額の１０

０分の６に相当する金額（当該納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し，当該特例

控除対象寄附金の額の合計額が２，０００円を

超える場合にあっては，当該１００分の６に相

当する金額に特例控除額を加算した金額。以下

この項において「控除額」という。）をその者の

第３４条の３及び前条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。この場

合において，当該控除額が当該所得割の額を超

えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に

相当する金額とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

１１３条第２項に規定する共同募金会（その

主たる事務所を県内に有するものに限る。）

又は日本赤十字社に対する寄附金（県内に事

務所を有する日本赤十字社の支部において

書（同項の規定により前号に掲げる申告書が

提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

第３４条～第３４条の６ 略 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に

次に掲げる寄附金を支出し，当該寄附金の額の

合計額（当該合計額が前年の総所得金額，退職

所得金額及び山林所得金額の合計額の１００

分の３０に相当する金額を超える場合には，当

該１００分の３０に相当する金額）が２，００

０円を超える場合には，その超える金額の１０

０分の６に相当する金額（当該納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し，当該特例

控除対象寄附金の額の合計額が２，０００円を

超える場合にあっては，当該１００分の６に相

当する金額に特例控除額を加算した金額。以下

この項において「控除額」という。）をその者の

第３４条の３及び前条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。この場

合において，当該控除額が当該所得割の額を超

えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に

相当する金額とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

１１３条第２項に規定する共同募金会（その

主たる事務所を県内に有するものに限る。）

又は日本赤十字社に対する寄附金（県内に事

務所を有する日本赤十字社の支部において
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改 正 後 現 行 

収納されたものに限る。）で，令第７条の１７

各号の規定により定めるもの      

                   

    

 ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第３

号に掲げる寄附金（同条第３項及び租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条

の１８の２の規定により所得税法第７８条

第２項に規定する特定寄附金とみなされる

ものを含む。）             

              のうち，宮城

県内に主たる事務所を有する法人に対する

もの又は公益信託ニ関スル法律（大正１１年

法律第６２号）第２条第１項の規定により宮

城県の許可を受けた同法第１条に規定する

公益信託の信託財産とするために支出する

もの 

２ 略 

第３４条の８ 略 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が，第３３条

第４項に規定する確定申告書特定配に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定配当等の額について法第２章第

１節第５款の規定により配当割額を課された

場合又は同条第６項に規定する確定申告書譲

渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額の計算の基礎とな

った特定株式等譲渡所得金額について同節第

収納されたものに限る。）で，令第７条の１７

各号の規定により定めるもの（出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除

く。） 

 ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第３

号に掲げる寄附金（同条第３項及び租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条

の１８の２の規定により所得税法第７８条

第２項に規定する特定寄附金とみなされる

ものを含む。）（出資に関する業務に充てられ

ることが明らかなものを除く。）のうち，宮城

県内に主たる事務所を有する法人に対する

もの又は公益信託ニ関スル法律（大正１１年

法律第６２号）第２条第１項の規定により宮

城県の許可を受けた同法第１条に規定する

公益信託の信託財産とするために支出する

もの 

２ 略 

第３４条の８ 略 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が，第３３条

第４項に規定する特定配当等申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定配当等の額について法第２章第

１節第５款の規定により配当割額を課された

場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲

渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額の計算の基礎とな

った特定株式等譲渡所得金額について同節第
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改 正 後 現 行 

６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には，当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を，第

３４条の３及び前３条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは，当該控除することができ

なかった金額は，令第４８条の９の３から第４

８条の９の６までに定めるところにより，同項

の納税義務者に対しその控除することができ

なかった金額を還付し，又は当該納税義務者の

同項の確定申告書に係る年の末日の属する年

度の翌年度分の個人の県民税若しくは市民税

に充当し，若しくは当該納税義務者の未納に係

る徴収金に充当する。 

３ 略 

第３５条・第３６条 略 
 （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる

者は，３月１５日までに施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等

６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には，当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を，第

３４条の３及び前３条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは，当該控除することができ

なかった金額は，令第４８条の９の３から第４

８条の９の６までに定めるところにより，同項

の納税義務者に対しその控除することができ

なかった金額を還付し，又は当該納税義務者の

同項の申告書に係る年度分の個人の県民税年

度の翌年度分の個人の県民税若しくは市民税

に充当し，若しくは当該納税義務者の未納に係

る徴収金に充当する。 

３ 略 

第３５条・第３６条 略 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる

者は，３月１５日までに施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等
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改 正 後 現 行 

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社

会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。），小規模企業共済等掛金控除

額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，勤

労学生控除額，配偶者特別控除額（所得割の納

税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以

下であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないものに係るものを除く。）若しくは

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除

額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除，法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除，同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除

若しくは第３４条の７の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の所

得を有しなかった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項

の表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）につい

ては，この限りでない。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべ

き者のうち，前年の合計所得金額が基礎控除

額，配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下

である者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社

会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。），小規模企業共済等掛金控除

額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，勤

労学生控除額，配偶者特別控除額（所得税法第

２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除

対象配偶者のに限る。）の法３１４条の２第１

項第１０号の２に規定する自己と生計を一に

する配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該

当し ないものに係るものを除く。）若しくは

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除

額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除，法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除，同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除

若しくは第３４条の７の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外の所

得を有しなかった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項

の表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）につい

ては，この限りでない。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべ

き者のうち，前年の合計所得金額が基礎控除

額，配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下

である者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の
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様式は，施行規則第２条第３項ただし書の規定

により，市長の定める様式による。 

３～９ 略 

第３６条の３ 略 

２ 前項本文の場合には，当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項に規定

する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第

１項各号又は第３項に規定する事項に相当す

るもの及び次項の規定により付記された事項

は，前条第１項又は第３項から第５項までの規

定による申告書に記載されたものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には，確定申告書を提出す

る者は，当該確定申告書に，施行規則第２条の

３第２項各号に掲げる事項を付記しなければ

ならない。 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有するもの

は，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の

支払を受ける日の前日までに，施行規則で定め

るところにより，次に掲げる事項を記載した申

告書を，当該給与支払者を経由して，市長に提

出しなければならない。 

⑴ 略 

様式は，施行規則第２条第４項ただし書の規定

により，市長の定める様式による。 

３～９ 略 

第３６条の３ 略 

２ 前項本文の場合には，当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項に規定

する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第

１項各号又は第３項に規定する事項に相当す

るもの及び次項の規定により附記された事項

は，前条第１項又は第３項から第５項までの規

定による申告書に記載されたものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には，確定申告書を提出す

る者は，当該確定申告書に，施行規則第２条の

３第２項各号に掲げる事項を附記しなければ

ならない。 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書 ） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有するもの

は，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の

支払を受ける日の前日までに，施行規則で定め

るところにより，次に掲げる事項を記載した申

告書を，当該給与支払者を経由して，市長に提

出しなければならない。 

⑴ 略 
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⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，

０００万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３

項に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるも

の及び同条第４項に規定する事業専従者に

該当するものを除き，合計所得金額が１３３

万円以下であるものに限る。次条第１項にお

いて同じ。）の氏名 

 ⑶ 略 

 ⑷ 略 

２～５ 略 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第２

０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって，特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する

退職手当等に限る。以下この項において同じ。）

に係る所得を有する者であって，合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第

２号において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 略 

２～５ 略 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書 ） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第２

０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって，特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する

退職手当等に限る。以下この項において同じ。）

に係る所得を有する者であって，合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第

２号において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有し
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ない者を除く。）を有する者（以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは，当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに，施

行規則で定めるところにより，次に掲げる事項

を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を

経由して，市長に提出しなければならない。 

⑴ 略 

 ⑵ 特定配偶者の氏名 

 ⑶ 略 

 ⑷ 略 

２～５ 略 

第３６条の４～第４７条の６ 略 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 略 

２～８ 略 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定

法人である内国法人は，第１項の規定により，

納税申告書により行うこととされている法人

の市民税の申告については，同項の規定にかか

わらず，同条第６２項及び施行規則で定めると

ころにより，納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申

告書記載事項」という。）を，法第７６２条第１

号に規定する地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用し，かつ，地方税共同機構（第１１

ない者を除く。）を有する者（以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは，当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに，施

行規則で定めるところにより，次に掲げる事項

を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を

経由して，市長に提出しなければならない。 

⑴ 略 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 略 

２～５ 略  

第３６条の４～第４７条の６ 略 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 略 

２～８ 略 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定

法人である内国法人は，第１項の規定により，

納税申告書により行うこととされている法人

の市民税の申告については，同項の規定にかか

わらず，同条第６０項及び施行規則で定めると

ころにより，納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申

告書記載事項」という。）を，法第７６２条第１

号に規定する地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用し，かつ，地方税共同機構（第１１
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項において「機構」という。）を経由して行う方

法により市長に提供することにより，行わなけ

ればならない。 

１０～１４ 略 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき，法第３２１条の８第７１項の

処分又は前項の届出書の提出があったときは，

これらの処分又は届出書の提出があった日の

翌日以後の第１２項前段の期間内に行う第９

項の申告については，第１２項前段の規定は適

用しない。ただし，当該内国法人が，同日以後

新たに同項前段の承認を受けたときは，この限

りでない。 

１６ 略 

第４９条～第５３条の６ 略 

 （特別徴収税額の納入の義務等） 

第５３条の７ 前条の特別徴収義務者は，退職手

当等の支払をする際，その退職手当等について

分離課税に係る所得割を徴収し，その徴収の日

の属する月の翌月の１０日までに，施行規則第

５号の８様式又は施行規則第２条第３項ただ

し書の規定により総務大臣が定めた様式によ

る納入申告書を市長に提出し，及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

第５３条の７の２～第７３条 略 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固

定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第３

項において「機構」という。）を経由して行う方

法により市長に提供することにより，行わなけ

ればならない。 

１０～１４ 略 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき，法第３２１条の８第６９項の

処分又は前項の届出書の提出があったときは，

これらの処分又は届出書の提出があった日の

翌日以後の第１２項前段の期間内に行う第９

項の申告については，第１２項前段の規定は適

用しない。ただし，当該内国法人が，同日以後

新たに同項前段の承認を受けたときは，この限

りでない。 

１６ 略 

第４９条～第５３条の６ 略 

 （特別徴収税額の納入の義務等） 

第５３条の７ 前条の特別徴収義務者は，退職手

当等の支払をする際，その退職手当等について

分離課税に係る所得割を徴収し，その徴収の日

の属する月の翌月の１０日までに，施行規則第

５号の８様式又は施行規則第２条第４項ただ

し書の規定により総務大臣が定めた様式によ

る納入申告書を市長に提出し，及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

第５３条の７の２～第７３条 略 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固

定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数
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８２条の４に規定する固定資産課税台帳に住

所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料は，１回につき３００円とする。

ただし，法第４１６条第３項又は第４１９条第

８項の規定により公示した期間において納税

義務者の閲覧に供する場合にあっては，手数料

を徴しない。 

２ 略 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固

定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書（同条ただし書の規定による措置を講じたも

のを含む。）の交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をし

たものの交付を含む。）の手数料は，証明書１枚

ごとに３００円とする。 

２ 略 

第７４条～第１５０条 略 

   附 則 

第１条～第７条の３ 略 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２０年

度までの各年度分の個人の市民税に限り，所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は平成２１年から令和

７年までの各年である場合に限る。）において，

前条第１項の規定の適用を受けないときは，法

料（法第３８２条の４に規定する固定資産課税

台帳に住所に代定める事項の記載をしたもの

の閲覧を含む）は，１回につき２００円とする。

ただし，法第４１６条第３項又は第４１９条第

８項の規定により公示した期間において納税

義務者の閲覧に供する場合にあっては，手数料

を徴しない。 

２ 略 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固

定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書同条ただし書の規定による措置を講じたも

のを含む。）の交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をし

たものの交付を含む。）の手数料は，証明書１枚

ごとに２００円とする。 

２ 略 

第７４条～第１５０条 略 

   附 則 

第１条～第７条の３ 略 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５年

度までの各年度分の個人の市民税に限り，所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は平成２１年から令和

３年までの各年である場合に限る。）において，

前条第１項の規定の適用を受けないときは，法
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附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を，当該納

税義務者の第３４条の３及び第３４条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 略 

第７条の４～第１０条 略 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第１５条第１５項に規定する市町村

の条例で定める割合は５分の３（都市再生特別

措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５

項に規定する特定都市再生緊急整備地域にお

ける法附則第１５条第１５項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２２項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２とする。

６ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

７ 法附則第１５条第２３項第３号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

８ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２とする。

９ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する

附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を，当該納

税義務者の第３４条の３及び第３４条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 略 

第７条の４～第１０条 略 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第１５条第１６項に規定する市町村

の条例で定める割合は５分の３（都市再生特別

措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５

項に規定する特定都市再生緊急整備地域にお

ける法附則第１５条第１６項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２３項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２とする。

６ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

７ 法附則第１５条第２４項第３号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

８ 法附則第１５条第２５項第１号に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２とする。

９ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する



 

 

27 
 

改 正 後 現 行 

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

１０ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。

１０ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定
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する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第２９項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条第３３項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１とする。 

２２ 法附則第１５条第３４項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第３９項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第４３項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

２５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町

村条例で定める割合は４分の３とする。 

２６ 略 

２７ 略 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～８ 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修

等専有部分について，これらの規定の適用を受

けようとする者は，同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に，次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

 ⑴～⑶ 略 

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３０項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１とする。 

２２ 法附則第１５条第３５項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第４２項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

 

 

２５ 略 

２６ 略 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～８ 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修住宅 又は同条第１０項の熱損失防止改修

専有部分 について，これらの規定の適用を受

けようとする者は，同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事 が完了した日から３月以内

に，次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

 ⑴～⑶ 略 
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 ⑷ 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

等 

 ⑹ 熱損失防止改修工事等が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場合

は，３月以内に提出することができなかった

理由 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

分について，これらの規定の適用を受けようと

する者は，法附則第１５条の９第９項に規定す

る熱損失防止改修工事等が完了した日から３

月以内に，次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

等 

 ⑹ 熱損失防止改修工事等が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場合

には，３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１２・１３ 略 

第１０条の４～第１１条の２ 略 

 ⑷ 熱損失防止改修工事 が完了した年月日 

 ⑸ 熱損失防止改修工事 に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

等 

 ⑹ 熱損失防止改修工事 が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場合

は，３月以内に提出することができなかった

理由 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅又は 同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分

 について，これらの規定の適用を受けようと

する者は，法附則第１５条の９第９項に規定す

る熱損失防止改修工事 が完了した日から３

月以内に，次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。

 ⑴～⑶ 略  

 ⑷ 熱損失防止改修工事 が完了した年月日 

 ⑸ 熱損失防止改修工事 に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

等 

 ⑹ 熱損失防止改修工事 が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場合

には，３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１２・１３ 略 

第１０条の４～第１１条の２ 略 
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 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は，当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が，当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額に，当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規

定の適用を受ける宅地等であるときは，当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に１００分の５（商業地等に

係る令和４年度分の固定資産税にあっては，１

００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額

（令和３年度分の固定資産税にあっては，前年

度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資

産税額」という。）を超える場合には，当該宅地

等調整固定資産税額とする。 

２～５ 略 

第１２条の２～第１６条の２ 略 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は，当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が，当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額に，当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規

定の適用を受ける宅地等であるときは，当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に１００分の５商業地等に

係る令和４年度分の固定資産税にあっては，１

００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額

（令和３年度分の固定資産税にあっては，前年

度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資

産税額」という。）を超える場合には，当該宅地

等調整固定資産税額とする。 

２～５ 略 

第１２条の２～第１６条の２ 略 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の



 

 

31 
 

改 正 後 現 行 

課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の

４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は，市

民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税

について特定上場株式等の配当等に係る配当

所得につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。           

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

            

                     

     

                     

                   

                   

                   

                   

         

課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の

４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は，市

民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株

式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の

４月１日の属する年度分の市民税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得につき

前項の規定の適用を受けようとする旨の記載

のある第３３条第４項に規定する特定配当等

申告書を提出した場合（次に掲げる場合を除

く。）に限り適用するものとし，市民税の所得割

の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特

定上場株式等の配当等に係る配当所得につい

て同条第１項及び第２項並びに第３４条の３

の規定の適用を受けた場合には，当該納税義務

者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場

株式等の配当等に係る配当所得について，前項

の規定は，適用しない。 

 ⑴ 第３３条第４項ただし書の規定の適用が

ある場合 

 ⑵ 第３３条第４項第１号に掲げる申告書及

び同項第２号に掲げる申告書がいずれも提

出された場合におけるこれらの申告書に記

載された事項その他の事情を勘案して，前項

の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるとき。 
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改 正 後 現 行 

３ 略 

第１６条の４～第１７条 略 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において，所得割の納税義務者が，その

有する土地等につき，租税特別措置法第３３条

から第３３条の４まで，第３４条から第３５条

の３まで，第３６条の２，第３６条の５，第３

７条，第３７条の４から第３７条の６まで又は

第３７条の８       の規定の適用を

受けるときは，当該土地等の譲渡は，第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。 

第１７条の３～第２０条 略 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２・３ 略 

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所

得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があると

きに限り，適用する。           

                    

３ 略 

第１６条の４～第１７条 略 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において，所得割の納税義務者が，その

有する土地等につき，租税特別措置法第３３条

から第３３条の４まで，第３４条から第３５条

の３まで，第３６条の２，第３６条の５，第３

７条，第３７条の４から第３７条の６まで，第

３７条の８又は第３７条の９の規定の適用を

受けるときは，当該土地等の譲渡は，第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。 

第１７条の３～第２０条 略 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２・３ 略 

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度

分の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げ

る申告書をいう。以下この項において同じ。）に

前項後段の規定の適用を受けようとする旨の
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改 正 後 現 行 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

           

                      

                     

                   

                   

             

５ 略 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ 略 

２・３ 略 

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所

得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があると

きに限り，適用する。           

                    

                    

                    

                    

                    

記載があるとき（特例適用配当等申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。）に限り，適用

する。ただし，第１号に掲げる申告書及び第２

号に掲げる申告書がいずれも提出された場合

におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して，同項後段の規定を適用

しないことが適当であると市長が認めるとき

は，この限りでない。 

 ⑴ 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 ⑵ 第３６条の３第１項に規定する確定申告

書（同項の規定により前号に掲げる申告書が

提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 略 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ 略 

２・３ 略 

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度

分の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げ

る申告書をいう。以下この項において同じ。）に

前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（条約適用配当等申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。）に限り，適用

する。ただし，第１号に掲げる申告書及び第２
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改 正 後 現 行 

                    

                    

                    

                    

          

                      

                     

                   

                   

             

５ 略 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規定

の適用がある場合を除く。）における第３４条

の９の規定の適用については，同条第１項中

「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則

第２０条の３第３項前段に規定する条約適用

配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係

る所得が生じた年分の所得税に係る    

    同条第４項に規定する確定申告書に

この項     の規定の適用を受けようと

する旨及び当該条約適用配当等に係る所得の

明細に関する事項の記載がある場合    

                    

                    

      であって，当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条約適

用配当等の額について租税条約等の実施に伴

う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に

号に掲げる申告書がいずれも提出された場合

におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して，同項後段の規定を適用

しないことが適当であると市長が認めるとき

は，この限りでない。 

 ⑴ 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 ⑵ 第３６条の３第１項に規定する確定申告

書（同項の規定により前号に掲げる申告書が

提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 略 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規定

の適用がある場合を除く。）における第３４条

の９の規定の適用については，同条第１項中

「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則

第２０条の３第３項前段に規定する条約適用

配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係

る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する

年度分の同条第４項に規定する条約適用配当

等申告書にこの項の規定の適用を受けようと

する旨及び当該条約適用配当等に係る所得の

明細に関する事項の記載がある場合（条約適用

配当等申告書にこれらの記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。）であって，当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条約適

用配当等の額について租税条約等の実施に伴

う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に
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改 正 後 現 行 

関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課されたとき，又は第３３

条第６項」と，同条第３項中「法第３７条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２

の２第９項の規定により読み替えて適用され

る法第３７条の４」とする。 

第２１条～第２５条 略 

                     

            

                     

                    

                    

                    

                    

             

                     

                    

                    

                    

                    

                    

         

関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課されたとき，又は第３３

条第６項」と，同条第３項中「法第３７条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２

の２第９項の規定により読み替えて適用され

る法第３７条の４」とする。 

第２１条～第２５条 略 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例） 

第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき新型コロナウイルス感染症特例法第

６条第４項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第７条の３の２第１項の規定の適用に

ついては，同項中「令和１５年度」とあるのは，

「令和１６年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年度分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６条

の２第１項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第７条の３の２第１項の規定の適用に

ついては，同項中「令和１５年度」とあるのは

「令和１７年度」と，「令和３年」とあるのは「令

和４年」とする。 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

 （富谷市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 富谷市税条例等の一部を改正する条例（令和３年富谷市条例第１４号）の一部を次
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のように改正する。 

  第１条のうち，富谷市税条例第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族

を除く」を「年齢１６歳未満の者に限る」に改め，」を「扶養親族（ 」の下に「年齢１６

歳未満の者又は」を加える」に改める。 

  附則第２条第４項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２４条第２項，第３

２条第１号及び第３６条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中富谷市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３６条の３

の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条の３の２第１項及び第

１７条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第２６条を削る改正規定並びに第２条（次

号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５

年１月１日 

 ⑵ 第１条中富谷市税条例第３３条第４項及び第６項，第３４条の９第１項及び第２項，第

３６条の２第１項ただし書及び第２項，第３６条の３第２項及び第３項並びに第５３条の

７の改正規定並びに同条例附則第１６条の３第２項，第２０条の２第４項並びに第２０条

の３第４項及び第６項の改正規定並びに第２条（富谷市税条例等の一部を改正する条例

（令和３年富谷市条例第１４号）附則第２条第４項の改正規定に限る。）の規定並びに附

則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

 ⑶ 第１条中富谷市税条例第１８条の４第１項の改正規定，同条例第７３条の２第１項の 

改正規定（「固定資産課税台帳」の下に「（同条第１項ただし書の規定による措置を講じた

ものを含む。）」を加える部分及び「２００円」を「３００円」に改める部分を除く。）及び

同条例第７３条の３第１項の改正規定（「事項の証明書」の下に「（同条ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）」を加える部分及び「２００円」を「３００円」に改める

部分を除く。）並びに次条並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 民法等の一部を改

正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 
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 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の富谷市税条例第１８条の４第１項（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は，同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用

する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の富谷市税条例（以下「新条例」という。）第３６条の３の

２第１項の規定は，附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項におい

て「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第３６条の３の２第１項に規定する給与

について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し，１号施行日前に支

払を受けるべき第１条の規定による改正前の富谷市税条例（次項において「旧条例」という。）

第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する

申告書については，なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は，１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）につい

て提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用し，１号施行日前

に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条３の３第１項に規定する

申告書については，なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の富谷市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和５年度分までの

個人の市民税については，なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和４

年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和３年度分までの固定資産税について

は，なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改

正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第１５条第

２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については，なお従前の例によ
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る。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の富谷市税条例第７３条の２第１項（地方

税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は，同号に掲げる規定の施行の日以後に

される同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の富谷市税条例第７３条の３第１項（地方

税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は，同号に掲げる規定の施行の日以後に

される同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じた

ものを含む。）の交付について適用する。 
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承認第 ２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（富谷市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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富専第 ３号 

 

専決処分書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により議会を招集す

る時間的余裕がないので，次のとおり専決処分する。 

 

   富谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙のとおり） 

 

 

  令和４年３月３１日 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   富谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 富谷市国民健康保険税条例（昭和４４年富谷町条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 
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改 正 後 現 行 

第１条 略 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし，当該合算額が６

５万円を超える場合においては，基礎課税額

は，６５万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が

２０万円を超える場合においては，後期高齢者

支援金等課税額は，２０万円とする。 

４ 略 

第３条～第２２条 略 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５万円を超える場

合には，６５万円），同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

第１条 略 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし，当該合算額が６

３万円を超える場合においては，基礎課税額

は，６３万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が

１９万円を超える場合においては，後期高齢者

支援金等課税額は，１９万円とする。 

４ 略 

第３条～第２２条 略 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６３万円を超える場

合には，６３万円），同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を
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改 正 後 現 行 

減額して得た額（当該減額して得た額が２０万

円を超える場合には，２０万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１７万円を超える場合には，１７万円）の

合算額とする。 

⑴～⑶ 略 

２ 略 

第２３条の２～第２７条 略 

減額して得た額（当該減額して得た額が１９万

円を超える場合には，１９万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１７万円を超える場合には，１７万円）の

合算額とする。 

⑴～⑶ 略 

２ 略 

第２３条の２～第２７条 略 

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の富谷市国民健康保険税条例の規定は，令和４年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し，令和３年度分までの国民健康保険税については，なお従前

の例による。 
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承認第 ３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（富谷市地方活力向上地域における固定資

産税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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富専第 ４号 

 

専決処分書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により議会を招集す

る時間的余裕がないので，次のとおり専決処分する。 

 

   富谷市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の一部を

改正する条例（別紙のとおり） 

 

 

  令和４年３月３１日 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   富谷市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例の一部を

改正する条例 

 富谷市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例（平成３０年

富谷市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 現 行 

第１条 略 

 （固定資産税の課税免除等） 

第２条 地域再生法第１７条の６の地方公共団

体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３

号。以下「省令」という。）第１条に規定する公

示日（以下「公示日」という。）から令和６年３

月３１日までの間に，法第１７条の２第３項の

規定に基づき，同条第１項に規定する地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受

けた同条第４項に規定する認定事業者であっ

て，当該認定を受けた日から同日の翌日以後２

年を経過する日まで（同日までに同条第６項の

規定により当該認定を取り消されたときは，そ

の取り消された日の前日まで）の間に，省令第

２条第１号に規定する特別償却設備（以下「特

別償却設備」という。）を新設し，又は増設した

もの（以下「特別償却設備設置者」という。）（法

第１７条の２第１項第１号に掲げる事業を実

施する者に限る。）について，当該特別償却設備

である家屋又は構築物及び償却資産並びに当

該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以

後に取得したものに限り，かつ，土地について

は，その取得の日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物

の建設の着手があった場合における当該土地

第１条 略 

 （固定資産税の課税免除等） 

第２条 地域再生法第１７条の６の地方公共団

体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３

号。以下「省令」という。）第１条に規定する公

示日（以下「公示日」という。）から令和４年３

月３１日までの間に，法第１７条の２第３項の

規定に基づき，同条第１項に規定する地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受

けた同条第４項に規定する認定事業者であっ

て，当該認定を受けた日から同日の翌日以後２

年を経過する日まで（同日までに同条第６項の

規定により当該認定を取り消されたときは，そ

の取り消された日の前日まで）の間に，省令第

２条第１号に規定する特別償却設備（以下「特

別償却設備」という。）を新設し，又は増設した

もの（以下「特別償却設備設置者」という。）（法

第１７条の２第１項第１号に掲げる事業を実

施する者に限る。）について，当該特別償却設備

である家屋又は構築物及び償却資産並びに当

該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以

後に取得したものに限り，かつ，土地について

は，その取得の日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物

の建設の着手があった場合における当該土地
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改 正 後 現 行 

に限る。以下「固定資産」という。）に対して課

する固定資産税は，新たに当該固定資産税が課

されることとなった年度以後３箇年度に限り，

これを免除する。 

２ 略 

第３条～第５条 略  

に限る。以下「固定資産」という。）に対して課

する固定資産税は，新たに当該固定資産税が課

されることとなった年度以後３箇年度に限り，

これを免除する。 

２ 略 

第３条～第５条 略  

 備考 改正箇所は下線が引かれた部分である。 

 

   附 則  

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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承認第 ４号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市一般会計補正予算（第

１６号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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承認第 ５号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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承認第 ６号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市介護保険特別会計補正

予算（第５号）） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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承認第 ７号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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承認第 ８号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市下水道事業会計補正予

算（第３号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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承認第 ９号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（令和３年度富谷市水道事業会計補正予算

（第４号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり

専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

富谷市長  若 生  裕 俊 

 

 

提案理由 

 議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので，その承認を求めるもの。 
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